
主要
テーマ

主な取り組み
（P65～66掲載）

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績

①指定特定相談支援事業者等の参入促進や
相談支援専門員の拡充を図るなど、サービス
等利用計画等の作成促進に向けた体制整備
に取り組みます。

事業者拡充に必要不可欠な相談支援専門員の確保のため、本
来都道府県が実施主体である本研修について、都に指定申請を
行い区単独で実施した。
２７年９月に２７名修了。(参考：２７年３月　３６名修了）
研修修了後、事業者の参入も進み、区内の事業者数は２２から
３３に拡充。
２８年１月に介護保険の居宅介護支援事業者を対象に、計画相
談に関する説明会を開催し、指定特定相談支援事業所の参入
の働きかけを行った。

平成２６年度から、指定特定相談支援事業所の参
入促進、相談支援専門員拡充のため、本来都道
府県が実施主体である相談支援従事者初任者研
修について、都に指定申請を行い区単独で実施し
ている。
２８年６月に３３名修了。(参考：２６～２８年度　延
べ96名修了）
研修修了後、事業者の参入も進み、区内の事業
者数は３３から３８に拡充した。

平成２６年度から、指定特定相談支援事業所の参入
促進、相談支援専門員拡充のため、本来都道府県
が実施主体である相談支援従事者初任者研修につ
いて、都に指定申請を行い区独自で実施している。
２９年１０月に３７名修了。(参考：２６～２９年度　延べ
133名修了）
研修修了後、事業者の参入も進み、区内の事業者
数は３８から４１に拡充した。

②基幹相談支援センターが実施するケアマネ
ジメント研修をより実践で活用できるよう充実
させ、区内の相談支援人材のスキルアップを
図ります。

相談支援従事者の質の向上を図ることを目的に、平成27年度は
4回の研修を計画した。
①「発達障害の面接技術」平成27年5月21日/25日 延べ６５名受
講
②「本人、家族の高齢化から生ずる課題と支援～権利擁護の視
点から」平成２７年７月６日　４０名受講
③「高次脳機能障害を知る～相談支援専門員ができること」 平
成２７年１１月１６日　３３名受講
④障害のある方からの性の相談について」平成２８年２月１５日
３５名受講

相談支援従事者の質の向上を図ることを目的に、
平成28年度は4回の研修を計画した。
①「障がい児相談支援について」平成28年9月12
日 延べ38人受講
②「地域移行及び地域定着支援について」平成28
年10月21日/24日　延べ77名受講
③「支援における合理的配慮を学ぶ～日々の支
援を振り返る～」 平成28年12月5日　41名受講
④「障害のある子どもと向きあう家族への支援～
子どもの特徴と発達を踏まえて～」平成29年2月
16日　42名受講

相談支援従事者の質の向上を図ることを目的に、平
成29年度は5回のテーマ別研修を計画した。
①「高次脳機能障害のある方への接し方」平成29年
6月29日 　54人受講
②「地域移行及び地域定着支援について」平成29年
8月29日/9月25日・29日　延べ90名受講
③「医療的ケアを必要とする児童への支援」平成29
年12月11日　21名受講
④「発達障害支援」 平成30年1月11日　39名受講
⑤「意思決定支援」平成30年3月11日　40名受講

③相談支援事業者連絡会や自立支援協議会
等を通じて、引き続き地域の事業者のネット
ワークづくりを進めるとともに、地域で抱える困
難事例等の検討を重ね、地域の課題を抽出・
整理し、課題解決に向けた提案・提言につな
げます。

自立支援協議会でまとめた指定特定・児童相談支援事業者へ
のアンケート調査結果から課題を整理し、計画相談マニュアル策
定のためのワーキンググループを設置し検討を進めた。あわせ
て、基幹相談支援センターによる全体連絡会を開催し、マニュア
ル策定に活用するため、相談支援事業の課題抽出を行った。ま
た、各地域障害者相談支援センターによる地域相談支援事業者
連絡会も定期的に行われ、ネットワークづくりや事例検討、地域
の課題について検討した。

基幹相談支援センター、エリア自立支援協議会、
部会委員、区を中心とした計画相談マニュアル
ワーキンググループにおいて計画相談マニュアル
を作成し相談支援事業所等へ配布し相談支援の
質の向上及び課題解決に向けた支援を行った。ま
た、引き続き各地域障害者相談支援センターによ
る地域相談支援事業者連絡会も定期的に行わ
れ、ネットワークづくりや事例検討、地域の課題に
ついて検討した。

基幹相談支援センター、エリア自立支援協議会、部
会委員、区を中心とした計画相談マニュアルワーキ
ンググループにおいて計画相談マニュアルを更新
し、Ver2を作成した。引き続き各地域障害者相談支
援センターによる地域相談支援事業者連絡会も定
期的に行われ、ネットワークづくりや事例検討、地域
の課題について検討した。砧エリア自立支援協議会
から課題提起があった子どもに関する課題（福祉と
教育の切れ目）に対し、30年度はＷＧを設置し、課題
の検討を行う。

④地域障害者相談支援センターを、あんしん
すこやかセンターをはじめとする多分野の関
係機関が参加・協議する地域ケア会議のコア
メンバーに位置づけ、自立支援協議会等を通
じて抽出された地域課題の共有を図るととも
に、障害分野を超えて多分野に渡る地域課題
の共有・解決を図ります。

平成２８年度より地域包括ケアの地区展開が全区に拡大される
ことに対応するため、区内５地域に設置している地域障害者相
談支援センターの機能について、基本相談支援機能の拡充、あ
んしんすこやかセンターをはじめとする障害分野以外の関係機
関との連携強化、地域課題の共有・発掘・育成機能の強化等の
見直しを行い、２８年度以降の委託事業者の選定を行った。

地域包括ケアの地区展開に伴い、地域障害者相
談支援センターの地域ケア連絡会への参加によ
り、あんしんすこやかセンターをはじめとする障害
分野以外の関係機関との課題の共有が図られ
た。また、新たに地域包括ケアシステムの推進の
ための地域ケア会議の体制を整理し「地域ケア会
議運営マニュアル」を整備した。

あんしんすこやかセンターや介護保険ケアマネ
ジャー等と地域障害者相談支援センターが「地域」
「地区」の地域ケア会議を活用して、情報共有の場を
確立し、潜在化、複合化した課題などに対して両者
と連携して取り組んでいる。
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